
議案第６０号 

財産の取得について

下記のとおり財産を取得するため、さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４８号）第３条の規定に

より議決を求める。

平成３０年２月６日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

１ 物件の表示 さいたま市大宮区大門町２丁目１１８番 

大宮駅東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業地内の建物

の一部 

        １５，３１１．１９平方メートルの 

１００，０００分の８５，０４４及び共用部分の共有持分 

２ 取 得 先 大宮駅東口大門町２丁目中地区市街地再開発組合 

３ 取 得 価 格 ２６，５７５，３８４，０００円 

４ 取 得 理 由 市民会館おおみやの機能移転のため。 
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（参考） 

物件の概要 

所在地 さいたま市大宮区大門町２丁目１１８番 

構 造 鉄骨造、地上１８階及び地下３階建 

延べ面積 ８１，９９７．０２㎡ 

取得部分 

専有部分 

及び 

専有面積 

地上１１階から

地下１階までの

一部 

１５，３１１．１９㎡のうち 

共有持分８５，０４４ 

／１００，０００

共用部分 
建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９

号）第１４条の規定による共用部分の共有持分 
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案内図 

大 宮 駅

当 該 物 件
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